
沖縄市市民牒窓口 等番号案鸚表示システム一式設置事業仕様書

１。 目的

沖縄市市Ｒａ懲、口等番そ案Ｆ大丿表示シス テム一式をａ回し、来か者の及雑緩加と Ｐヨ

滑な案Ｆりを行う とと もに、来費者 『Ｉ手びｉし ＪＩミＩ の窓 口案 ｌ大１表示モニタ ー八び関まシス

テム （おえ下 「案内表示システ ム等」と いう 。） の一部を活夕目してぶ告事業を実施す

るこ とにより 、ミ営経費の節減を回る。

また、市鋏簇と国Ｒ健康保険ほの受付を一度でできる 渡り 機能の追加ｊＲび Ｗｅｂに

よる 混雑状況獸覧ＳＥ！信 によ り、 さら なる 市Ｒサー ビス の「ｉＳ」上を回 る。

２。 設置期間

システムミ篦開始 日か ら令和１ ０年 ３Ｊ１３　１　日ま でと する。

ただし、 市と事を者間で合意したと きは、期回を変更する こと ができる。

３。 鼈置場所

聊縄市役所市民諜、国民せ康保険氛ｋび各待合フ ロア

４。 事業内容

（１ ）番号案内表示システム設置

（２ ）事業実施期間終了後の撤去攷び設置場所の原状回復

（３ ）番倚案内表示システ ムの不具合特等の筒応

（４ ）放映する広告主の募集

（５ ）皀、告映像の作成攷び放映

（６ ）放映する広告内容に係る対応

（７ ）職員等に対する操作研修‾ｋび機器調整の実施

５． 費丿目負担

（１ ）沖縄市覽、口番昜案内表示システ ム等に係 る費用は、事業者が民笥企業等から皀
告圭を募集し、定、告篦モニタ ーに尓、告を掲載する こと で得 られ る效入に より賄
うも のと し、 本市は一切の費夕日を負担しない．

ア． 案内表示システム等の調達攷び鼈置、運営、 保守ぶ検、修ミに係る費篦

イ． 設置期笥経ミ後の案甄表示システム等の撤去八び処分にイ京る 費夕日

ウ． 市政情報の尓、報 にイ鼻る コンテンツ制作の費ｙ日

エ． 案鸚表示シス テム等の運篦に係 る消耗品費

オ． 民戛を業等の巴告圭の募集八びを屯に係るコ ンテ ンツＷ匹び放おこ係る費

只ｊ （皀告掲載料を含む．）

（２ ）市政情報八び広告放映機器に係る行政財産の使：縦午可八び使用料等

ア． 事業者が 、市政情報攷びぢ告放映機器（ぶ下 「加泱機器」 とい う． ）を設置

する とき は、 市から行政財産使篦曁‾ｉ］‘ を得るこ と．
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イ。 行政財産使用 料‾ｋび放帙機器に係 る電気使用料を、 広告掲載料は、本市が指

定する方法により 、定める期日 までに納付するこ と。

（３ ）操作研修等の実施

ア。 鼈置する案内表示シス テム等の操作マニ ュアルを市に納砿する こと。

イ。 加途指定する 日ま でに職員等に操作研修を実施するこ と。

ウ。 案内表示シス テム等の使用方法等に 関し、利篦す る職員等から の要請に応じ

適ｔ、電話やＥメ ール等により 助言をおこな うこ と。

（４ ）故障、 万具合等の緊急時筒応

ア。 故障や不具合等に より 案内表示シス テム等が使夕目で きな くな った とき は、

速やかにＥ常な稼働状態に戻すため、修繕し、又は代替機を鼈置するこ と。

イ。 故障、不具合等の緊急時に筒応でき る体制を構築する こと。

６。 導入機器

ぢ告用ディス プレイを含めた番倚案内表示システ ム一式で、証獸書を行、住民異

動、 ‾Ｆ籍徭芭等の手続業務別 に番号札 を発券し 、ｔ ロカ ウン ターから の番そけｍに

連動 して、音声汳。びＷｍ≡目 ディ スプ レイ によ り番倚で案内 を行 うシステ ムと する。

また 、来庁者の呼ｉ状況や待ち 状況 をホ ームペー ジ等で確認す るこ とが でき 、利 夕日

状況の各種集計機能を備えているこ と。

怨、定機種： ＭＳ ボイ スコ ール Ｎ　Ｅ　Ｏ　 ｖｅｒ．　２（株式会社 明光鴃会）回等砿駄上

ぞ想定機種八上の機能、効果が得られる機種をき定する場合は、事前に本市に承認を
得た上で提案する こと。

７。 機器構成ｊ１び設置数ｔ

装置名

１

２

３

※付Ｘあや周万機器等を含む

数　　 備考

シス テム 加丿御丿日パ ソコン

シス テム ＪＩミＩ 無線機器

広告用モニター

（市寡霍、報含む）

４　 消耗品等

５　 自動翻訳権

６　 番号札発券機

１台　　サーバー

３台　　アクセスポイ ント （ＳｆｌＥａの電まをひろ う）

市Ｒ課２ 台、 国民健康保険課１台

３台　 市Ｒａ２ 台、 国Ｒ健康保険課１台

２台

５式

２

システム等の運用に係る消耗品

ポケ トークＳ もし くは同等品以上

プリ ンター、 発券機台等一式を５

セッ ト（市Ｒａ４ セッ ト、 国Ｒ健康

Ｒ険ほ１ セッ ト）



住民異動 （市民ａｘび国民健康保険課）

１　 受付番号呼■操作機　　　　 １１台

２　 受付表示用パソコ ン　　　　 ２台

３

４

５

受付用モニター（大白ｌ）

バックヤードパソコン

バックヤードモニター

証明言交付（市Ｒａ）

１

３台

２台

２台

交付用ＰＣ／バー コー ドリ ー　 １式

ダー

２　 交付用モニター

独２む：型システ ム一式

１　 ＼番号札Ｒ券機

（大型）

（２ セッ ト）

１台

１｀動式

２式

市Ｒａ６ 台、 国Ｗ良康保険課５台

受付丿目 モニターに転写させるため

のＰＣ（市民課八び国民健康保険課）

市民ａ２ 台、 国Ｒ健康保険氛１台

市Ｒａｘび国民健康保険課

市民ａｊｌび国Ｒ健康保険課

Ｋ１１書交付け出篦

証回書交イ才ＪＩ

プリ ンタ ー等一式を２ セット

（１ ）システム鵯御篦パソ コン （１ 台）

ア。 シス テム に係 る各種設定が でき るこ と。

イ。 を業務‾ｋび業務緊の受イ才中人数、番倚等が確簒できる こと。

ウ。 手鼈業務別にあ券枚数、呼ｍ人数等の統計データ集牡ができ、 ｃｓ ｖ等のデ
一夕加工がで きる ファ イル形式でｉ力で きる こと。

エ。 移動等が容易 に行える 大き さ滌、び重さ であ るこ と。

（２ ）システム篦無線機器 （３ 白）

ア。 機器に不具合が生 じな いよ うｊｉ信速度 の低 下、 接続が不安定にな るこ とが

ない よう 適福な対策を講じ るこ と。

イ。 外部から の不工Ｅアク セス等セキュ リテ イ対策を十分に講 じる こと。

（３ ）霍、告用モニター（市政広報含む）（市民課２ 台、 国民せ康保険氛１ 台）

ア。 ５５ インチの薄型 とし、表示が明瞭で現認４生に優れてい るこ と。

イ。 設置について は、 ２台をを掛け方式とし、１ 台をキャ スタ ー付のス タン ド式

とする。 なお、設置個所やＲ置方法、表示内容等の詳細については、市と協

議の 上、 決定する。

ウ。 電源の自 動ぶ灯、 自動遮断‾反び映像の 自動再圭がｊｊ］‘能であ るこ と。

（４ ）？肖耗脆等

ア。 発券機篦ロール紙 に荐足が生じ た場合は、必要な数量 を加剔す るこ と。

イ。 機器導入時においては、５ 個社上の予備ロール紙を臙入するこ と。

（５ ）自動翻訳機 （２ 台）

想定機種 ：ポケトーク Ｓも しく は回等砿罧上
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（６ ）番そ札を卷機‾反び発券橋台、ミｌ春プリ ンター一式（Ｒ券橋七を含む） （５ 式）

（市皿Ａセッ ト、 国Ｒ９康保険ほ１ セッ ト）

ア。 複数業務 （１ ２業務り、上）にガホでき るこ と。

イ。 タッチパネルによる操作方式である こと。

ウ。 表示ディ スプ レイ 部分は、 各業務佑‾ｋび待ち人数の表示ができる こと。

エ。 発券するカー ド表Ｓは、業務名、日Ｈ等が印字され、 印字Ｆり容を任意に鼈

定するこ とができ るこ と。

オ． ＱＲ コー ドの印字ができる拡張性を もってお り、 コー ドか ら携帯電話端末等で

検索し、 ゆ出状況がわかる こと。

オ。 多［萢語 （５ か国習ぶ、上）がＪ芯 とし、発券時にき択した言語でけｍ しが‾鳶能で

ある こと。

カ。 ４桁の番号が発番でき 、手続き ごと に使ＪＴｊ範囲がａ定でき るこ と。

キ。 発券機の画聡は３ 階層ぶ上の設定ができ るこ と。

ク。 手続業務ＳＩ」に発券 され るきそ札 を職員控 えと 来か者控 えの ２枚発券がで きる

こと。

ケ。 発券 していない番そで も｜呼ｉができる こと。

コ。 各日 の手続き 単位での 夕１１１１件数等の集計や、待 ち時間等の統計が取れ る機能

を有 している こと。

サ。 複数の手続き を有する来か者が、その手続・務ご とに番竹扎を発券せず、回

一番倚でり｜ き続き他のｔ口受付ができ る各售點の渡 り機能（複数発券機能）

を有する こと。

シ。 複数の番号発券橋を使ヨする場合、 相互の連携が回れるこ と。

住Ｒ異動関係 （市民ほ八び国狹岌康保険ほ）

（１ ）受付用番そけｉ操作機（市民課６ 台、 国民健康保険課５ 台）

ア。 ／ｊヽ型軽量かつ液晶タッチパネルによ る操作である こと。

イ。 順番呼出 し、 任意番号呼ｍ し、 再呼出し、処‾ミ保留、保留番号呼出し 、処ミ

済み、旬、消等の機能を有する こと。

ウ。 １台の操作機からすべての手続きのげｉ しができ るこ と。

エ。 再Ｗ芭すると きは、数字を入力せずワンタッ チで呼出ができる こと。

オ。 任意に業務等の鼈定ができ るこ と。

カ。 無線Ｗ胞によ りを春機他の機械と追加しているこ と。

（２ ）受付表示用 パソ コン （市Ｒ課 １台、国Ｒせ康保険課 １台）

受付篦モニターに転ぶさせるためのパソ コンで、 執務室において究、口 を体の翳

芭状況が リアルタ イムにパ ソコ ン上で確認できる こと 。業務緊待ち人数、最大待

ち時間、 処ミ件数の合計、 最新受付番号等を表示でき るこ と。
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（３ ）受付用モニター （大型） （市民課 ２台、国Ｒ健康保険課 １台）

ア。 ５５ インチの薄型とし、番号表示が獸瞭で視認性に優れている こと。

イ。 フド在者一覧の表示がｊＴ能である こと。

ウ。 ゆ出 し操作機から の番昜呼出し操作に連動し て、 表示パネルに翳出 し番号を

表示する と冐聯に音声げｉしができ るこ と。

エ。 前面 に口手出 しさ 日番号と 受イ才参昜を、後面に保留番倚一覧等の表示が虱能で

ある こと。

オ。 音量調整機能があ るこ と。

カ。 設置につ いて は、 １台 を壁掛け方式、２ 台を キャ スタ ー付のス タン ド式 とす

る。 なお、鼈置個所や設置方法、表示鸚容等の詳細につい ては、市 と協議の

上、 決定する。

（４）

（５）

バッ クヤードパソ コン

バッ クヤードモニ ター

（市民課 １台、

（市民課 １台、

ｍＲ健康保険諜１ 台）

国民健康保険課１ 台）

証回書等交付関係 （市民課）

（１ ）交付ｍ　ＰＣ／バーコ ード リーダー （１ 式）

ア。 番号札に 印字 されたバーコ ード をバーコ ード リー ダーで読み取 る方法等 によ

り、 音声によ る痾・出 しと モニ ターへの番号表示 を自 動的にお こな える こと。

バーコー ドリ ーダーは性能のよ いも のである こと。

イ。 タッチパネル、キーボード等による番号直接入力によ り、 交付用モニターに

番号を表示し、音声呼出しがおこなえる こと。

ウ。 バーコー ドリ ーダーに接続するパソ コンは、 １５ インチ八上の ノー トパ ソコ

ン型とする。

エ。 バー コー ド置 きが ある こと。

（２ ）交付用モニター （大型） （１ 台）

ア。 ５５ インチの薄型とし、番昜表示が明瞭で視懾性に優れている こと。

イ。 交付呼出用機器で呼び出した番号八び受付窓 口番号が表示 されるこ と。

ウ。 呼出 し済み番倚の表示が、 ２５ コマ八上の表示が‾罵能である こと。

エ。 鼈置について はを掛け方式 とす る。 なお、設置個所や設置方法、表示内容等

の詳細については、市と協議の上、 決定する。

独を型システ ム一式（ ２式）

（１ ）移動がｊ］‘能な番号発券機‾反び鶯や、番号表示モニター

ア。 受付順にを券する。

イ。 ボタ ンを押す と自 動でカウ ント して発券がで きる こと。

ウ。 ３桁の番号が発番でき るこ と。
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その他

（１ ）Ｗ ｅｂ 機能

本市ホー ムページ等のＷｅ ｂサイト から 現在の翳出状況八び混雑状況を確認

する こと ができる こと。

（２ ）留意点

ア。 機器等の管ミや集計等 に必要なパソ コン など の周ｍ機器や、各ケー ブル、

鼈置固定篦具等の必要なも のを用意する こと。

イ。 機器等の転倒や落 下、 破損等を 防止 し、 来穴者の安全管ミを徹たす るこ と。

ウ。 省電力、 省スペースに配慮する こと。

エ。 機器等の鼈置の際は、 加害鬻のミ難誘導の支障と なら ない よう する こと。

オ。 機器等の鼈置工事にあたっ ては、市 と協議の上、 その指示に従 うこ とと する。

また、更待管ミ、 撤＝鼓、 設置期間終了後の原状回復において も回様と する。

８。 市政情報の霍、報

（１ ）事業者は、 市がを供する原稿等をもと に、 掲載する コンテンツを制作する こと。

９。 民間企業等の霍、告

（１ ）事業者 は、 広告圭の募集 ・決定、 皀、告圭 との両生、広告の鸚作 ・掲載な ど民

間企業等の皀、告に開する一切の業務をおこ なう こと。

（２ ）事業者は、 民獸を業等の広告について、市鸚に本社、支社又は営業所が所在

する 民間を業等のぶ告掲載枠を、Ｒ間を業等のぶ告掲載枠の７ ０パーセ ント

八上 とな るよ う努める こと。

（３ ）次の各倚のいずれかに該售する皀告を対象 としない こと。

・ぬ共性、な平性を損なう おそれのある もの。

・法令等に違丿叉 し、 又は抵触する おそれの ある もの。

・政治俎動、 宗教き動、意七二、告八び個人の宣伝に関するも の。

・を荐良俗に反するおそれのあ るも の。

・市が推奨しているも のと誤解をギ呂く おそれのある もの

・その他、市長がぶ告掲載する こと が妥售でない と認める もの

（４ ）皀、告圭のき定にあ たっ ては、掲載前 に事前に市へ掲載 内容 を報告す るこ と。

（５ ）市は、 広告鸚容に関 して、一回Ｊの責任を負わない こと とする。

（６ ）た告内容に関する苦情については、事業者が責任を もって誠実な笥応をとる

こと。

（７ ）広告に 関する問い合わせ先と して、事業者の連絡先を記載するこ と。

（８ ）た告は、静止画又は動画によ り表示するこ とと し、 音声を発生する場合は、

来勁者等を不快に させ るこ とや市の 懲、口業務に支障がないよ うにする こと。
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１　０．　その他

市の条例等を遵守する こと。

この仕様書に定めのない事項については、市 と事業者 と協議の上、 決定するも

のと する。

７


